
もったいない
食品ロスを減らしましょう
食品ロスとは、まだ食べられる食品が捨てら
れてしまうことです。その量は、埼玉県で年
間約 22.4 万トン※。これは県民 1 人当たり、
毎日おにぎり1 個分を捨てている量に相当し
ます。食品ロス削減につながる取り組みを、
日々の生活でできるところから実践しましょう。
※農林水産省統計（令和 2 年度実績）等から推計

▶  食品ロスを出さない工夫  

▶

買い物で

事前に家にある食材をチェック
冷蔵庫内をスマートフォンのカメラで撮影してから
買い物に行くこともおすすめです。

必要な分だけ買う
献立をあらかじめ考えるなどして必要な分だけ買い
ましょう。まとめ買いは期限が過ぎてしまうことも
あるので要注意！

「てまえどり」を心掛ける
すぐに使う食品は棚の手前から取りましょう。

ご家庭で

適切に保存
食品に記載されている保存方法を守り、冷凍や下処
理、小分け保存するなどの工夫をしましょう。

 食材を使い切る
残った食材や、期限が近い食材から使いましょう。
レシピサイトなどを参考に、食材を余さず使う調理
の工夫をしましょう。

食べ切れる量を作る
家族の体調や予定も考慮して作りましょう。作り過
ぎてしまったら、適切な保存をしたり、リメイクレ
シピにしたりしましょう。

問 農林環境課 環境担当 ☎ 65-0814

冬 の 交 通 事 故 防 止 運 動
実施期間   12 月 1 日㈮～ 14 日㈭（14 日間）

● 横断歩道では歩行者が優先です
● 自転車乗車時はヘルメットの着用を
● 夕暮れ時と夜間は特に、交通事故に注意

問 総務課 ☎ 65-0401

お急ぎください！
国民健康保険の特定健診（個別）＆
後期高齢者医療保険のいきいき健診（個別）

今年度の受診期限が迫っていま
す。おトクに受診できる機会を
失う前に、実施医療機関にご予

約のうえ、受診してください。
約 10,000 円の検査を 800 円で受けられる
チャンスです！ 後期高齢者の方は無料！
今年度、特定健診や人間ドック等を受診して
いない方で、お手元に「受診券」がない場合
はお問い合わせください。
受診期間    12 月 25 日㈪まで

通院中の方も受診対象です
健診は、通院とは違った視点から健康チェッ
クを行います。

問 町民健康課 ☎ 65-0812

年 末 年 始 の 小 川 地 区 衛 生 組 合 へ の
ごみの搬入について
受付最終日   12 月 28 日㈭
　　　　　　　9 時～ 11 時 30 分・
　　　　　　　13 時～ 15 時
受付開始日   令和 6 年 1 月 4 日㈭
　　　　　　　9 時～ 11 時 30 分・
　　　　　　　13 時～ 16 時（通常どおり）
※  12 月 29 日㈮から令和 6 年 1 月 3 日㈬は搬入で

きません。

例年、上記期間付近は大変混雑し、長い待ち
時間が発生しています。密集回避のために、
なるべくお控えください。

問 農林環境課 環境担当 ☎ 65-0814

お知らせお知らせ お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

戸籍や住民票の不正取得の防止に
「本人通知制度」をご利用ください

あなたの住民票の写しや戸籍謄抄本等を、第
三者や代理人の請求により交付されたとき
に、あなたに封書でお知らせする制度です。
不正取得の早期発見や抑制につながります。
※請求者の氏名、住所は通知されません。
※ 裁判及び紛争に関わるもので特定事務受任者（弁

護士・司法書士等）による請求、または公用によ
る請求は通知されません。

対象     町の住民基本台帳に記載されている
方、または戸籍に記載されている方

申込     申請書（窓口にあります） ・本人確認書類
　　　　 ※ 代理人の場合は、本人からの委任状及び

代理人の本人確認書類

問 町民健康課 ☎ 65-0812

12月4日～10日は 人 権 尊 重 社 会 を
めざす県民運動強調週間です！

人権について考え、行動するきっかけとして
ください。

問  総務課 ☎ 65-0401

マイナンバーカード受け取りの
た め の 特 別 開 庁 を 実 施 し ま す
平日以外でもマイナンバーカード受け取り・更
新ができるよう、休日に特別開庁を行います。
※事前に電話でご予約をお願いします。

※ 特別開庁時は、住民票等の証明書の発行、転出入
等の住民異動など、通常の業務はできません。

日時  12月9日㈯  9時～12時

内容    カードの受領、電子証明書の更新
　　　 ※申請（写真撮影等）はできません

【申請の予約】町民健康課 ☎ 65-0812

募集・手続

募集・手続

令和5・6年度ときがわ町
入札参加資格審査（物品・その他）
申請の追加受付を実施します

令和 5 年度において、ときがわ町が発注す
る「物品・その他」に係る入札参加資格審査
申請の追加受付を下記により実施します。
※ 「建設工事」、「設計・調査・測量」、「土木施設維

持管理」を除く

申請受付

受付期間     令和 6 年 1 月 22 日㈪から 1 月
26 日㈮まで（必着）

受付場所     政策財政課窓口

申請書類     町 HP からダウンロード、また
は窓口で配布。その他添付書類
は申請要領に記載する書類。

提出方法     持参または郵送（書留）

有効期間     令和 6 年 4 月 1 日から令和 7
年 3 月 31 日までの 1 年間

問  政策財政課 ☎ 65-0404
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